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婦人保護事業の運用面における見直し方針について 
 

令和元年６月２１日 

厚生労働省子ども家庭局 

 

婦人保護事業は、これまで、ＤＶ、性暴力、貧困、家庭破綻、障害等、

様々な困難を複合的に抱える女性の支援を行ってきた。 

2018 年７月からは、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関

する検討会」（以下「検討会」という。）を開催し、婦人保護事業の見直

しを進めている。 

これまでの検討会での議論等を踏まえ、当面の対応として、他法他施

策優先に関する取扱いの見直しや一時保護委託の積極的活用等をはじ

め、婦人保護事業の運用面の改善について、次の各事項に速やかに取り

組むとともに、2020年度予算に向け、その具体化を図る。 

その際、地方自治体に対しては、今回の改善等を通じて、相談から心

身の健康の回復や自立支援に至るまで、すべての過程における支援が、

より当事者本位なものとなるよう、それらの趣旨を丁寧に説明し、理解

を深めるとともに、その後の状況に応じて、必要な対応を行う。 

さらに、制度のあり方については、同検討会において引き続き議論を

行い、本年８月を目途に議論の結果を取りまとめる。 

 
 
１ 他法他施策優先の取扱いの見直し 
 

○ 婦人保護事業の対象となる女性の範囲については、平成 14 年 

の局長通知（※）で示しているが、このうち、「家庭関係の破綻、

生活の困窮等正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する者」

については、「その問題を解決すべき機関が他にないために、現に

保護、援助を必要とする状態にあると認められる者」としている。

この結果、婦人相談所や婦人保護施設等において支援を受けるべ

き女性が他法他施策の事業に回され、婦人相談所の一時保護や婦

人保護施設による支援に結びつかないといった実態がある。 

このため、通知改正を行い、一人ひとりに寄り添った支援がで

きるよう、関係機関との十分な連携・調整の上で、必要な他法他施

策も活用しながら、婦人保護事業による支援が適切に提供される

ようにする。 
 

  ※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対

応した婦人保護事業の実施について（平成 14 年雇児発第 0329003 号

雇用均等・児童家庭局長通知） 
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２ 一時保護委託の対象拡大と積極的活用 
 
①一時保護委託の対象拡大等 

○ 婦人相談所が行う一時保護については、一定の要件に該当する

者について適切な保護が見込まれる場合には一時保護の委託が可

能であり、保護が必要な若年被害女性などへの本人の意向も踏ま

えた適切な支援を進めるため、民間支援団体に対する一時保護委

託の積極的な活用が図られるよう周知徹底する。 

  また、定員を超えた場合のみ一時保護委託が可能である対象者

についても、本人の意向、状態及び状況等を踏まえた一時保護委

託が可能となるよう対象者の拡大を図り、より適切な支援が行え

るようにする。 
 

○ 一時保護委託の対象者の拡大に当たっては、一時保護を委託さ

れた施設が、必要に応じて婦人相談所の医学的又は心理学的専門

機能を活用することができるようにするとともに、入所者の処遇

等について、婦人相談所と一時保護を委託された施設との間でケ

ース会議を開催するなど緊密な連携が図られるよう周知徹底する。 
 
 ②一時保護委託契約施設における一時保護開始手続きの再周知 

○ 被害者が一時保護委託契約施設に、直接一時保護を求めた場合

に、婦人相談所への来所を求めている実態があるが、この場合、当

該施設において、速やかに被害者の安全を確保したうえで、婦人

相談所が一時保護の要否の判断等を行うこととしていることにつ

いて改めて周知し、被害者の負担軽減が図られるよう徹底する。 

 
 
３ 婦人保護施設の周知・理解、利用促進 

 
○ 様々な困難を抱える女性への支援を担う婦人保護施設の役割

及び支援の内容についての理解の促進を図るため、厚生労働省ホ

ームページやソーシャルメディアにおいて婦人保護施設の機能

や取組等に関する情報提供を行うなどにより、市区町村の相談機

関等をはじめ、一層の周知に取り組む。 

さらに、婦人保護施設の利用に当たっての分かりやすいパンフ

レットの作成等により、婦人保護施設への理解を広げる。 

また、婦人保護施設での支援や生活を入所前にイメージが持て

るような方法等について検討する。 
 

○ 民間シェルター等の一時保護委託先からの婦人保護施設への

直接入所措置について、柔軟な運用を促す。 
 

○ 支援を必要とする若年妊婦等について、婦人相談所や児童相談

所に対し、婦人保護施設への一時保護委託の積極的な活用を促す。 
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４ 携帯電話等の通信機器の使用制限等の見直し 
 
○ 携帯電話等の通信機器については、位置検索機能やＳＮＳによ

る情報発信機能等により、ＤＶやストーカー等の加害者が、被害

者の居場所を特定し追跡することから、利用について一律に制限

されていることがある。一方で、被害女性の自立に向けた求職活

動や、学校・職場への復帰に際しての連絡等においては、携帯電話

等の通信機器の使用が必要であることから、携帯電話等の通信機

器の取扱い等に関する調査研究を実施した上で、安全性も考慮し

た新たな運用方法について検討し、一律に制限される取扱いを見

直す。 
 

○ また、外出規制などの集団生活上の制限についても、その実態

を把握の上、合理性、妥当性の観点から、留意点を整理する。 

 
 
５ 広域的な連携・民間支援団体との連携強化 
 

○ 全国知事会の下、都道府県間で申合せがなされている、配偶者

からの暴力の被害者の一時保護に係る広域連携を実効性のあるも

のとなるよう推進する。また、若年女性からの相談等に対応して

多様な支援を行う民間支援団体が、当該若年女性が居住する地域

の婦人相談所、婦人相談員に、ケースを円滑につなぐことができ

るよう、当事者本位の視点から、婦人相談所等と民間支援団体と

の情報の共有等による広域的な連携や必要な支援のあり方につい

て、「若年被害女性等支援モデル事業」の実施状況も踏まえ検討す

る。 

 
 
６ ＳＮＳを活用した相談体制の充実 

 
○ 若年層のコミュニケーション手段の中心となっているＳＮＳを

活用した相談体制を導入することにより、それを入り口として若

年層をはじめとした困難を抱えた女性が支援に円滑につながるよ

う、ＳＮＳを活用した相談窓口の安全な開設、人材育成及び運用

方法、若年層特有の課題やその背景についての十分な理解を前提

とした相談後の関係機関との連携等について調査研究を実施し、

相談体制の充実を図る。 
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７ 一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充 
 

○ 一時保護退所後の支援の充実を図るとともに、保護命令期間経

過後の支援の実態について把握し、必要な支援方策について検討

する。 

○ また、婦人保護施設等退所後のアフターケアや、入所中の心身

の健康の回復及び自立の促進を図るため、現在行っている「婦人

保護施設退所者自立生活援助事業」、「ＤＶ被害者等自立生活援助

モデル事業」、「地域生活移行支援事業」等の更なる充実や民間支

援団体を活用した事業の委託などについて検討する。 

 
 

８ 児童相談所との連携強化等 
 
 ①ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化、体制強化 

○ 第 198 回国会（通常国会）に提出した「児童虐待防止対策の強

化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」には、婦

人相談所、婦人相談員は児童虐待の早期発見に努めるとともに、

児童相談所等はＤＶ被害者の適切な保護について協力するよう努

めることとするなど、ＤＶ対策と児童虐待防止対策との連携強化

の規定を盛り込んでいる。これを踏まえ、婦人相談員等の要保護

児童対策地域協議会への積極的な参加について、地方自治体に協

力を求める。 
 

○ 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成３１年３月１

９日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、Ｄ

Ｖ被害者に同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人相談所

に児童相談所等の関係機関と連携するコーディネーターを配置す

るほか、同伴児童も含めて適切な環境において保護することがで

きるよう、心理的ケアや個別対応を含めた体制整備を進めるとと

もに、専門職の配置基準や基準単価の見直し等について検討する。

また、ＤＶと児童虐待の特性・関連性に関する理解を促進し、ＤＶ

対応を行う機関と児童虐待への対応を行う機関のそれぞれの情報

を包括的にアセスメントするリスク判断の手法や、各機関の連携

方法を含めた適切な対応の在り方について、ガイドラインを策定

する。 
 
②婦人相談員の処遇について 

○ 婦人相談員の処遇については、平成２９年度及び平成３０年度

に実施した手当額の拡充をはじめとして、その実態や専門性を踏

まえ、適切な対応について検討する。併せて、研修の充実等による

専門性の向上を図る。 
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９ 婦人保護事業実施要領の見直し 
 

○ 当面の対応として、売春防止法等の規定に基づく用語を除き、

支援の実態にそぐわない用語や表現について、検討会での議論を

踏まえた適正化のための整理を行う。 

 
 
10 母子生活支援施設の活用促進 

 
○ 配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童について、母子

生活支援施設による支援が適当な場合は、婦人相談所長は、売春

防止法第３６条の２の規定により、児童福祉法に基づく母子保護

の実施に係る都道府県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、

又は通知しなければならないことについて改めて周知する。 
 

○ また、妊婦については、婦人保護施設での対応のほか、婦人相

談所から母子生活支援施設への一時保護委託を行い、出産後は、

通常の入所に切り替えることが可能であることについても改めて

周知し、妊娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を行うこと

を促すとともに、その状況について把握する。 

  なお、一定期間の養育ののち母子分離となり退所した場合は、

その後の母子への支援も重要であるため、必要に応じて婦人相談

所及び児童相談所等の連携が図られるよう周知する。 


